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性犯罪・性暴力への対策強化を求める意見書  

 

 性犯罪・性暴力の根絶に対する社会的気運の高まりから、平成２９年６月に

は１１０年ぶりとなる性犯罪に関する刑法改正が実現しました。  

改正法では、強姦罪から強制性交等罪への名称変更、３年から５年への懲役

下限引き上げ、親告罪が非親告罪になるなど画期的な法改正ではあったものの、

改正当初から改正内容が不十分との議論があり、衆参両院から多くの付帯決議

がなされたことから、施行３年後の見直し規定が盛り込まれた経緯があります。  

内閣府の調査では、我が国において女性の１３人に１人、男性の６８人に１

人が無理やり性交された経験があると答えています。一方、平成３０年に警察

が把握した強制性交等事件数は１，３０７件であり、無理やり性交された経験

があると答えている人数割合と比較すると、非常に低い認知件数であることか

ら、被害に遭っても警察に届けづらい環境があると考えられます。  

また、警察に届けたとしても多くが不起訴となる現状で、平成３０年起訴件

数は４９２件、不起訴件数７６０件、起訴率は３９．３％となっています。こ

の低い起訴率によって、法改正後も実態に大きな変化がないという指摘があり

ます。  

このような状況からも、被害者の視点に立ったより良い制度を実現するため、

性犯罪・性暴力への対策強化に取り組むことが急務です。  

 国においては、被害・加害の実態や被害者心理などを十分に踏まえ、刑事法

の在り方や運用の検討、再犯防止、被害者支援、性犯罪・性暴力根絶に向けて

性教育の充実を含む教育啓発の各観点から幅広く議論し、性犯罪撲滅に向けて

更に一歩を踏み込むことを要望します。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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